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はぴ縁コネクター（つながりづくり）募集要項 

 

１ 活動内容 

（１） はぴ縁コネクター（つながりづくり）とは 

県内の若者（18～29 歳）の過半数は、地域に対して愛着や誇りを感じている一方で、地域の中で

自己表現や活躍の場があると感じている割合は 3 割にとどまっており、5 割以上が孤独を感じている

状況にあります。 

はぴ縁コネクター（つながりづくり）は、“日常を少し変えたい、少し刺激がほしい、何か楽しいことが

したい”と漠然と思っている若者に向けて、気になることに踏み出すよう働きかけ、地域や人とのつなが

りを創る業務です。 

具体的には、地域活動団体や社会人サークル等に対して、若者のつながりづくりに賛同するよう個別

に働きかけを行い、「はぴ縁 TEAM」として登録を行っていただきます。若者に対しては、登録団体や県

内企業、団体の協力を得ながら、登録団体の活動を魅力的に伝え、参加を促します。 

そうしてコミュニティに踏み入れた若者は、自然に人や地域とのつながりができ、その中で自己表現

したことが受け入れられることで、安心と自信を得て、さらに新たな人とつながることへの抵抗感も軽く

なると考えられます。 

そこで、はぴ縁コネクター（つながりづくり）には、既に活動しているはぴ縁コネクター（恋愛応援）と

連携し、恋愛や結婚を希望する若者に対し、はぴ縁コネクター（恋愛応援）が創る出会いイベントなどへ

の参加を促していただきます。新たに出会いの機会を得ることで、結婚の希望の実現にもつなげていき

ます。 

【参考】「はぴ縁 TEAM」とは? 

     地域における若者のつながりづくりに賛同する地域コミュニティやサークル等を県が「はぴ縁 TEAM」として

登録。県とともに若者のつながりづくりを促進する。 

     ＜はぴ縁 TEAM登録にかかる賛同要件（仮）＞ 

・若者とのつながりを創ること 

・若者をリスペクトし、若者の視点を活動に活かすこと 

・はぴ縁 TEAM登録団体同士で交流を図ること 

・恋愛や結婚を希望し異性とつながりたい若者に情報を提供すること 

「はぴ縁コネクター（恋愛応援）」とは? 

若者の恋愛応援をミッションとし、若者のニーズを把握し、企業や団体と連携して県内に出会いイベントを

創出しています。令和７年９月から活動。 

 

（２）具体的な活動 

   以下の数値目標を KPI として活動していだき、活動状況に応じて毎年度当初に再設定します。 

  「はぴ縁 TEAM」の登録団体数」：R8年度末１００団体、R10年度末時点 300団体 

「はぴ縁 TEAM」への新規参加者数」：R10年度末累計約 1,500人 

  ●「はぴ縁 TEAM」に登録するサークルや団体の発掘 

    ・地域コミュニティやサークル等の団体を発掘し、地域における若者のつながりづくり、恋愛や結婚

応援への賛同を働きかけ、「はぴ縁 TEAM」への登録を促していただきます。 

  ●「はぴ縁 TEAM」登録団体が行う活動への若者の参加促進 

    ・つながりを持ちたい若者を見つけ、サークル等の団体への参加を働きかけていただきます。 

・企業や団体に対し、若者が地域コミュニティに参加するよう働きかけてもらうよう、協力を呼び掛

けていただきます。 
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・「はぴ縁ＴＥＡＭ」の情報等を県のポータルサイトや自身の Instagram や X等を活用し、定期的

に発信します。 

  ●若者の「はぴ縁 TEAM」の活動への参加を促進するためのイベント企画・運営や、登録団体同士

の交流機会の創出など 

・はぴ縁 TEAM 登録団体とともに、若者の参加を促すためのイベントを企画、実施していいただき

ます。（イメージ：サークル合同勧誘イベント） 

・「はぴ縁 TEAM」登録団体同士の交流機会を創っていただきます。 

・はぴ縁コネクター（恋愛応援）と連携し、出会いイベントなどへの参加を促します。 
 

【参考】福井県内の地域活動団体やサークルについて（HPなど引用） 

 

 

 

 

 

 

 

２ 活動イメージ 

  ○１年目 

    ・最初の１か月は、県民協働課職員や 「若者のつながりから始まる「はぴ縁」創出事業」受託事

業者（以下「事業受託先の企業」という。）とともに、県内の地域活動やサークル団体を訪ね、

「はぴ縁 TEAM」への登録を促すとともに、県内の状況を把握します。 

    ・２か月目からは、県内の情報を積極的に収集し、自らが団体にコンタクトを取り、登録を働きかけ

ていただきます。県民協働課職員や事業受託先の企業は常時活動をサポートします。 

    ・令和９年２月に「はぴ縁ＴＥＡＭ」の登録式を実施、登録団体と知事とのパネルディスカッションな

ど県民協働課職員や事業受託先の企業とともに企画、運営していただきます。 

・「はぴ縁 TEAM」情報等を県のポータルサイトや自身の Instagram 等に掲載していただき、登

録式に合わせ発信を開始し、以降継続的に発信します。 

・生活動線上で若者と接点のある理美容店や飲食店や保険会社等を訪問し、若者への呼びかけ

を依頼していただきます。 

・若者と積極的につながり、「はぴ縁ＴＥＡＭ」の活動への参加を働きかけていただきます。 

    ・「はぴ縁 TEAM」とともに、若者の参加を促すための合同イベントの企画に取り掛かっていただき

ます（実施は R9年度予定）。 

  ○２～３年目 

    ・引き続き自らが調整し、団体や若者、企業等にコンタクトを取り、つながりづくりを拡大します。情

報発信も継続していただきます。 

    ・「はぴ縁 TEAM」登録団体とともに、若者の参加を促すためのイベントを企画、実施していいただ

きます。（イメージ：サークル合同勧誘イベント） 

・県内各地で「はぴ縁 TEAM」登録団体同士の交流機会を創っていただきます。 

  ○活動終了後 

   ・３年間の活動を通して、市町や企業との関わる中で生まれたつながりをビジネスに活かすことも考

えられます。 

 

団体 県内推定団体数 

地域で活動する若者グループ 約   １００団体（福井県県民協働課調べ） 

ボランティア 約   ４００団体（ふくボラナビ） 

スポーツサークル・団体 約   500団体（スポーツやろうよ！サイト） 

文化系サークル・団体 約   １０0団体（福井県文化協議会サイト） 

祭り行事等地域団体 約   250団体（祭の日サイトイベント数） 
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３ 募集人数 

  １名 

 

４ 応募資格  

  次の要件をすべて満たす方とします。 

   （１）次の①、②のいずれかに該当し、採用後、生活拠点を福井県内に移し、住民票を異動できる方 

       ① 応募時点で３大都市圏をはじめとする都市地域に在住している方 

       ② 「地域おこし協力隊」として活動していた方で、「同一地域における活動２年以上、かつ 

          解職１年以内」の方 

       ※要件に該当するか不明な場合は、個別にお問い合わせください。 

   （２）令和８年４月１日時点で満１８歳以上の方 

   （３）基本的なパソコン操作（Word・Excel・PowerPoint等を用いた資料作成）ができる方 

   （４）普通自動車運転免許を有する方 

   （５）地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当しない方 

 

５ 求める人物像 

  以下の項目に沿う方を「はぴ縁コネクター（つながりづくり）」として募ります。応募の際は以下の項

目にご留意の上、「はぴ縁コネクター（つながりづくり）応募用紙」３～４ページをご記入ください。なお、

以下の項目すべてを満たす必要はありません。 

（１）必須スキル 

    ①若者のつながりづくりや結婚、恋愛応援に興味・関心がある方 

    ②地域活動の活性化に興味・関心がある方 

    ③対人支援スキル（傾聴力、共感力など）をお持ちの方 

    ④ビジネスマナー（報告、連絡、相談など）が身についている方 

（２）活動に有効と思われるスキル 

   ①初対面の方にも自然なコミュニケーションで思いを伝え、協力の輪を広げていける方 

   ②地域で活躍する団体や人に関心を持ち、対面・SNS の両方を活用しながら、積極的に情報収集

ができる方 

   ③SNS（Instagram）等を活用した情報発信に興味があり、スキルを高めていきたい方 

   ④若者の多様な意見を大切にし、関係者と協力し、より良い企画作りに取り組める向上心のある方 

   ⑤イベントや交流会の運営において、参加者目線に立ち、進行や調整に柔軟に関われる方 

 

６ 身分および委嘱期間 

（１）身分 

    はぴ縁コネクター（つながりづくり）として、福井県知事が委嘱します。（福井県との雇用関係はあ

りません。） 

    「若者のつながりから始まる「はぴ縁」創出事業」受託事業者と業務委託契約を締結していただ

き、当該事業者の管理監督のもと活動し、報酬・活動経費を受けていただきます。 

（２）委嘱期間 

    委嘱日から令和９年３月３１日まで 

    ※委嘱の開始日については、令和８年１０月を目途に、内定者と協議の上決定します。 

    ※所定の審査を経て、最初の委嘱日から通算して３年まで延長することができます。 

    ※隊員としてふさわしくないと判断した場合は、委嘱期間中であっても業務委託契約を解除でき 
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      ることとします。 

 

７ 待遇等 

（１）活動日数 

    年間の活動日数は１92日（目安として月１6日を１２か月）を上限とし、初年度は採用日から年度 

    末までの日数に応じて調整します。 

（２）活動時間 

    活動時間は概ね８時間/日を基本としますが、活動内容等により時間等を調整できるものとします。 

（３）報酬・活動経費 

報酬 月 333,300円（月 16日活動の場合） 

※毎月の活動状況を確認の上支給します。 

活動経費 活動に必要な経費等は予算の範囲内で県から支給します。 

【活動経費として対象となるもの（例）】 

・委嘱期間中の住居に係る家賃（上限あり） 

・事業に係る自動車の燃料費、リース費 

・作業道具、書籍、消耗品等に要する経費 

・事業に係る損害保険・賠償責任保険料 

 （ただし、国民健康保険料や国民年金保険料等は自己負担） 

・研修等に要する経費 

【活動経費として対象とならないもの（例）】 

・事業収入を伴う経費 

・土地、建物の購入費 

・高額な物品（備品）購入費 

・その他個人の資産となる経費 

（４）勤務地 

    福井県庁および事業受託先の企業には席は設置しませんので、ご自宅または事務所を設置して

頂き、そこで業務を行って頂きます。県内全域をフィールドとして活動していただきますが、事業受託

先の企業との情報共有は常時、打ち合わせ等は適宜実施いただきます。なお、県庁においても対

面で月２回程度は打合せ等を行う予定です。 

    【参考】県民協働課について 

           福井県未来創造部県民協働課は県庁４階にあり、職員１０名が明るい雰囲気の中で仕事をしています。 

           結婚や恋愛を希望する方の応援以外に、主な業務内容として以下のようなものがあります。 

             ○県民活動の応援に関すること … ボランティア活動の推進やＮＰＯ法人の認証等を行っています。 

             ○若者のチャレンジ応援に関すること … チャレンジする若者を応援しています 

           ※詳しくは https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/012480/index.html をご覧ください。 

 

（５）副業・兼業 

    はぴ縁コネクター（つながりづくり）の業務に支障がない範囲で副業・兼業が可能です。 

（６）その他 

    ①雇用保険には加入しません。健康保険、年金保険等は御自身でご加入ください。 

    ②業務活動以外の経費（引越しや生活用品、住居の光熱水費等）は自己負担になります。 

 

 

 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/012480/index.html
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８ 応募方法 

（１）受付期間  

    令和８年７月１日（水） ～ 令和８年７月３１日（金）【必着】 

（２）提出書類 

    次の①～④の書類を郵送または以下のＵＲＬにアクセスし、福井県電子申請サービス（インタ

ーネット）によりご提出ください。 

    電子申請サービス：https://shinsei.e-fukui.lg.jp/57TdsKcX 

なお、提出された書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。 

①  はぴ縁コネクター（つながりづくり）応募用紙 

② 履歴書 

③ 住民票の写し（令和８年４月１日以降に発行したもの） 

④ 運転免許証の写し 

（３）郵送の場合の提出先 

    福井県 未来創造部 県民協働課 縁結び応援グループ 

     〒910-8580 福井県福井市大手３丁目 17-1 

     電 話： 0776-20-0362 

     メール： kenmin-kyodo@pref.fukui.lg.jp 

    ※応募にあたり、募集内容の確認等が必要な場合は、お気軽に福井県までお問い合わせください。 

      電話、メール、オンライン面談等でご対応いたします。 

 

９ 選考方法 

（１）第１次選考（書類審査） 

    ・提出書類をもとに書類審査を行います。 

    ・選考結果は、８月１０日（月）までに応募者全員へメールまたは文書で通知します。合格者には、 

     併せて第２次選考の日程等詳細をお知らせします。 

（２）第２次選考（面接審査） 

    ・第１次選考合格者を対象に、福井県庁（福井県福井市）にて面接を行います。 

    ・選考結果は、８月３１日（月）までに第２次選考参加者全員にメールまたは文書で通知します。 

    ※応募に係る経費（郵送費、交通費等）は応募者の自己負担となります。 

    ※選考の経過及び結果についての問い合わせには応じられません。 

 

10 お問い合わせ先 

（１）はぴ縁コネクター（つながりづくり）について 

      福井県 未来創造部 県民協働課 縁結び応援グループ 

      〒910-8580 福井県福井市大手３丁目 17-1 

      電 話： 0776-20-0362 

      メール： kenmin-kyodo@pref.fukui.lg.jp 

（２）福井県地域おこし協力隊全般について 

福井県 未来創造部 定住促進課 

地域おこし協力隊担当 

〒910-8085 福井県福井市大手３丁目 17-1 

ＴＥＬ：0776-20-0665 E-mail：teiju@pref.fukui.lg.jp 

https://shinsei.e-fukui.lg.jp/57TdsKcX
mailto:kenmin-kyodo@pref.fukui.lg.jp
mailto:kenmin-kyodo@pref.fukui.lg.jp
mailto:teiju@pref.fukui.lg.jp

